
当社は、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。) の定款の施行に関する規則第 10 条第 1 

項第 17 号イの規定に基づき、別紙様式第 21 号の「正会員の財務状況等に関する届出書(以下、「協会報

告書面」という。)」を協会に提出し、当社の HP に当該協会報告書面を掲載するとともに、協会 HP に当

社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。 

当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINET にて閲覧が

可能です。 

なお、協会報告書面中の監査報告書／中間監査報告書は、監査報告書／中間監査報告書の原本に記載さ

れた事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式第 21号 

2021年 12月 23日 

 

一般社団法人 投資信託協会 

会 長 松谷 博司 殿 

 

（商号又は名称）スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 

（代表者）     代表取締役社長  岡田 聡   ㊞ 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則第

10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

 

１． 委託会社等の概況 

（１） 資本金の額（2021年 11月 30日現在） 

資本金の額                                3億円 

会社が発行する株式の総数                  100,000株 

発行済株式総数                60,000株 

最近５年間における主な資本金の額の増減  該当事項はありません。 

 

（２）会社の機構（2021年 11月 30日現在） 

Ａ．会社の意思決定機構 

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。 

取締役は株主総会において選任され、選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までです。 

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、社長 1名、副社

長、専務取締役および常務取締役若干名を定めることができます。 

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを召集し、議長となります。 

社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取

締役が取締役会を収集し、議長となります。 

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した

取締役の過半数をもっておこないます。 

 

Ｂ．投資運用の意思決定機構 

◆PLAN：計画 

運用部は、運用の基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、代表取締役副社長が承認し

ます。 

ファンドマネジャーは、決定された運用の基本方針等に基づいて運用計画を月次で策定し、

運用部長が承認します。 

◆DO：実行 

ファンドマネジャーは、決定された運用計画に沿ってポートフォリオの構築などファンド

の運用をおこなうとともにファンドの運用状況を管理します。 

ファンドマネジャーは、運用者としての行動基準および禁止行為等が規定された運用規程

を遵守することが求められます。 

運用部長は、ファンドの運用が計画に沿っておこなわれていることを確認します。 

 



 

◆CHECK：検証 

運用部長は、ファンドマネジャーより適宜運用状況についての報告を受け、必要に応じて

改善策の検討等を指示します。 

また、法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立したコンプ

ライアンス部がモニタリングをおこないます。 

モニタリングの結果は、速やかにファンドマネジャーにフィードバックされ、ファンドの

運用に反映されます。 

 

上記のとおり、委託会社では、PLAN-DO-CHECK の PDC サイクルによる一貫した運用プロセ

スに基づいた運用をおこなっています。 

 

２． 事業の内容及び営業の概況 

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定をおこなうとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）をお

こなっています。 

なお、2021年11月30日現在、委託会社が運用の指図をおこなっている証券投資信託（マザーファンド

を除きます。）は次のとおりです。 

種類 本数 純資産総額（円） 

追加型株式投資信託 14 125,865,057,468 

追加型公社債投資信託 0 0 

単位型株式投資信託 0 0 

単位型公社債投資信託 0 0 

合計 14 125,865,057,468 

 

３． 委託会社等の経理状況 

（１） 委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」とい

う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵

省令第 59 号）並びに、同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。また、委託会社の中間財務諸表は、

「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並び

に、同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」により

作成しております。 

（２） 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

（３） 委託会社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期事業年度（自 2020

年 4月 1日 至 2021年 3月 31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監

査を受けております。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期事業年

度に係る中間会計期間（自 2021年 4月 1日 至 2021年 9月 30日）の中間財務諸表について、

有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

 

 

  



 

独立監査人の監査報告書 
 

2021年6月1日 

 

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 後 藤 知 弘 印 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の 2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日までの

第 7 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその

他の注記について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スカ

イオーシャン・アセットマネジメント株式会社の 2021 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年

度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 



 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監

査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ

ている場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

（監査報告書の謄本を添付しております。） 

上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

 

 

  



 

 

（１）【貸借対照表】 

期別  前事業年度 当事業年度 

（2020年 3月31日現在） （2021年 3月31日現在） 

科目 注記番号 内訳（千円） 金額（千円） 内訳（千円） 金額（千円） 

（資産の部）  
 

   

流動資産  
 

   

 預金 ※２  201,931  358,791 

 前払費用   28  28 

  未収委託者報酬   326,986  336,034 

  流動資産計   528,946  694,855 

      

固定資産      

 有形固定資産   677  6,098 

  建物 ※１ 657  607  

  器具備品 ※１ 19  5,491  

 無形固定資産   3,961  3,535 

  ソフトウェア  3,961  3,535  

  固定資産計   4,638  9,634 

  資産合計   533,585  704,489 

       

（負債の部）      

流動負債      

預り金   773  581 

未払金   203,972  211,540 

 未払手数料 ※２ 172,076  179,493  

 未払委託調査費  27,420  27,152  

 その他未払金  4,476  4,894  

未払費用   ―  519 

未払法人税等   3,897  2,425 

未払消費税等   10,844  10,718 

  流動負債計   219,487  225,785 

  負債合計   219,487  225,785 
      

（純資産の部）      

株主資本      

 資本金    300,000  300,000 

 資本剰余金    300,000  300,000 

  資本準備金  300,000   300,000  

 利益剰余金   △ 285,902  △ 121,295 

  その他利益剰余金      

   繰越利益剰余金  △ 285,902   △ 121,295  

    株主資本計   314,097  478,704 

  純資産合計   314,097  478,704 

  負債・純資産合計   533,585  704,489 

 

  



 

 

（２）【損益計算書】 

期別  
前事業年度 当事業年度 

（自 2019年 4月 1日 （自 2020年 4月 1日 

至 2020年 3月31日） 至 2021年 3月31日） 

科目 注記番号 内訳（千円） 金額（千円） 内訳（千円） 金額（千円） 

営業収益      

委託者報酬  916,004  1,023,023  

営業収益計   916,004  1,023,023 

営業費用      

支払手数料 ※１  473,603  543,612 

広告宣伝費   3,718  1,792 

調査費   122,018  119,928 

   調査費  3,972  3,954  

   委託調査費 ※１ 118,045  115,974  

委託計算費   46,625  47,931 

営業雑経費   32,966  33,408 

   通信費  424  319  

   印刷費  31,347  31,738  

   諸会費  1,195  1,350  

営業費用計   678,932  746,674 

一般管理費      

給料   83,191  78,405 

役員報酬  30,972  27,168  

給料・手当  52,219  51,237  

  法定福利費   3,470  3,818 

  福利厚生費   45  87 

  交際費   927  81 

  会議費   20  1 

  旅費交通費   5,207  3,320 

  租税公課   6,048  6,600 

  不動産賃借料   10,145  10,285 

  固定資産減価償却費   1,183  1,684 

  消耗品費   693  811 

  支払報酬料   5,194  5,071 

支払手数料   169  153 

  諸経費   1,799  1,116 

一般管理費計   118,096  111,437 

 営業利益   118,975  164,911 

営業外費用      

雑損失  ―  0  

   営業外費用計   ―  0 

 経常利益   118,975  164,911 

特別損失      

 固定資産除却損 ※２ 45  ―  

  特別損失計   45  ― 

税引前当期純利益   118,930  164,911 

法人税、住民税及び事業税   304   304 

当期純利益   118,626  164,606 

 



 

 

（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自2019年4月1日至 2020年3月31日）     （単位：千円） 
 

株主資本 純資産 

合計 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 
 

 
 

 資本 資本 その他利益 

剰余金 

利益 
 

 
 

 準備金 剰余金 剰余金 
 

 
 

 
 

合計 繰越利益 

剰余金 

合計 
 

 
 

 
    

 

当期首残高 300,000 300,000 300,000 △404,528 △404,528 195,471 195,471 

当期変動額        

 当期純利益    118,626 118,626 118,626 118,626 

当期変動額合計 ― ― ― 118,626 118,626 118,626 118,626 

当期末残高 300,000 300,000 300,000 △285,902 △285,902 314,097 314,097 

 

当事業年度（自2020年4月1日至 2021年3月31日）     （単位：千円） 
 

株主資本 純資産 

合計 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 
 

 
 

 資本 資本 その他利益 

剰余金 

利益 
 

 
 

 準備金 剰余金 剰余金 
 

 
 

 
 

合計 繰越利益 

剰余金 

合計 
 

 
 

 
    

 

当期首残高 300,000 300,000 300,000 △285,902 △285,902 314,097 314,097 

当期変動額        

 当期純利益    164,606 164,606 164,606 164,606 

当期変動額合計 ― ― ― 164,606 164,606 164,606 164,606 

当期末残高 300,000 300,000 300,000 △121,295 △121,295 478,704 478,704 

 

  



 

 

（重要な会計方針） 

１．固定資産の減価償却の方法  

 (1)有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数

は以下のとおりであります。 

建物     18年 

器具備品  4～6年 

 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5 年）

に基づく定額法によっております。 
 

2．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

(1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

(未適用の会計基準等) 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委

員会） 

 

(1)概要 

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。 

ステップ１：顧客との契約を識別する。 

ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

ステップ３：取引価格を算定する。 

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

 

(2)適用予定日 

2022年3月期の期首より適用します。 

 

(3)当該会計基準等の適用による影響 

当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

 

  



 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 前事業年度 

（2020年 3月31日現在） 

当事業年度 

（2021年 3月31日現在） 

建物 232千円 282千円 

器具備品 7,310千円 8,019千円 

計 7,542千円 8,302千円 

 

※２．関係会社に対する資産及び負債 

 前事業年度 

（2020年 3月31日現在） 

当事業年度 

（2021年 3月31日現在） 

預金 53,378千円 222,909千円 

未払手数料 78,961千円 77,057千円 

(注) 預金、未払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金額を記載してお

ります。 

 

 

（損益計算書関係） 

※１．関係会社に係る注記 

 

前事業年度 

（自 2019年 4月 1日   

  至 2020年 3月31日） 

当事業年度 

（自 2020年 4月 1日   

  至 2021年 3月31日） 

支払手数料 206,131千円 221,145千円 

委託調査費 74,799千円 61,122千円 

(注1)支払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金額を記載しておりま

す。 

(注2) 委託調査費は、その他の関係会社である三井住友信託銀行株式会社との取引により発生した金額を記載し

ております。 

 

※２．固定資産除却損の内訳 

 前事業年度 

（自 2019年 4月 1日   

  至 2020年 3月31日） 

当事業年度 

（自 2020年 4月 1日   

  至 2021年 3月31日） 

器具備品 45千円 ― 

計 45千円 ― 

 

 

 

 

 

 



 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の 

種類 

当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末 

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数 

普通株式 60,000株 ― ― 60,000株 

 

当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の 

種類 

当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末 

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数 

普通株式 60,000株 ― ― 60,000株 

 

（リ－ス取引関係） 

該当事項はありません。 

 

（金融商品関係） 

前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定しており、また、資金調達については、借入によら

ず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

預金は、高格付けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。 

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動

性を維持することで、流動性リスクを管理しております。 

営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である信託財産を信託銀行に委託しておりますが、

信託銀行はその受託財産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等と

なった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。 

営業債務である未払金に関しては、すべてが 1年以内の支払期日であります。未払金については、主に当社

が受け取った報酬の内から支払われるものであり、リスクに晒されることは無いと考えております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関して、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じ

て、格付け等を考慮した上で決定しております。 

②市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理 

当社が保有する営業債権・債務は、短期金融商品に限定されているため、これらに関する市場リスクは非

常に低いものと考えております。 

③流動性リスク 

当社は余剰資金を預金のみで運用しております。支払状況などを随時確認し、運転資金の状況を把握する

ことにより、流動性リスクを管理しております。 

  



 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

前事業年度（2020年3月31日現在）    （単位：千円） 
  

貸借対照表 
時価 差額  

 計上額 

(1) 預金 201,931 201,931 － 

(2) 未収委託者報酬 326,986 326,986 － 

資産計 528,917 528,917 － 

(1) 未払金 203,972 203,972 － 

負債計 203,972 203,972 － 

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資産 

(1) 預金、(2) 未収委託者報酬 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。  

負債 

(1) 未払金 

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。  

（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2020年3月 31日現在）      （単位：千円） 

 １年以内 １年超 

預金 201,931 － 

未収委託者報酬 326,986 － 

合計   528,917 － 

 

 

当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定しており、また、資金調達については、借入によら

ず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

預金は、高格付けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。 

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動

性を維持することで、流動性リスクを管理しております。 

営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である信託財産を信託銀行に委託しておりますが、

信託銀行はその受託財産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等と

なった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。 

営業債務である未払金に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金については、主に当社

が受け取った報酬の内から支払われるものであり、リスクに晒されることは無いと考えております。 

 



 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関して、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じ

て、格付け等を考慮した上で決定しております。 

②市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理 

当社が保有する営業債権・債務は、短期金融商品に限定されているため、これらに関する市場リスクは非

常に低いものと考えております。 

③流動性リスク 

当社は余剰資金を預金のみで運用しております。支払状況などを随時確認し、運転資金の状況を把握する

ことにより、流動性リスクを管理しております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

当事業年度（2021年3月31日現在）    （単位：千円） 
  

貸借対照表 
時価 差額 

 
 

計上額 

(1) 預金 358,791 358,791 － 

(2) 未収委託者報酬 336,034 336,034 － 

資産計 694,826 694,826 － 

(1) 未払金 211,540 211,540 － 

負債計 211,540 211,540 － 

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資産 

(1) 預金、(2) 未収委託者報酬 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。 

負債 

(1) 未払金 

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額 

当事業年度（2021年3月 31日現在）      （単位：千円） 

 １年以内 １年超 

預金 358,791 － 

未収委託者報酬 336,034 － 

合計 694,826 － 

 

（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。 

 

（資産除去債務関係） 

該当事項はありません。 

  



 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前事業年度  当事業年度 

 （2020年 3月31日現在）  （2021年 3月31日現在） 

繰延税金資産 （千円）  （千円） 

未払事業税 1,079  637 

繰延資産償却超過額 119  68 

税務上の繰越欠損金（注 2） 83,406  34,344 

その他 90  86 

繰延税金資産小計 84,696  35,137 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注 2）  △83,406   △34,344 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,289  △792 

評価性引当額小計（注1） △84,696  △35,137 

繰延税金資産合計 ―  ― 

繰延税金負債    

繰延税金負債合計 ―  ― 

繰延税金資産(負債)の純額 ―  ― 

 

（注）１．評価性引当額が 49,559千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係

る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。 

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度（2020年 3月31日）（単位：千円） 

 
1年以内 

 1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 合計 

税務上の繰越欠損金(a) - - - - 7,742 75,663 83,406 

評価性引当額 - - - - △7,742 △75,663 △83,406 

繰延税金資産 - - - - - - - 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

当事業年度（2021年 3月31日）（単位：千円） 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 合計 

税務上の繰越欠損金(b) - - - - - 34,344 34,344 

評価性引当額 - - - - -  △34,344  △34,344 

繰延税金資産 - - - - - - - 

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

  



 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 

 前事業年度  当事業年度 

 （2020年 3月31日現在）  （2021年 3月31日現在） 

実効税率 30.04％  30.04％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.15％  0.01％ 

住民税均等割 0.25％  0.18％ 

評価性引当額の増減 △30.19％  △30.05％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.25％  0.18％ 

 

 

（セグメント情報等） 

 前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日） 

 １．セグメント情報 

      当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

 ２．関連情報 

(1) 商品及びサービスごとの情報 

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、

記載を省略しております。 

(2) 地域ごとの情報 

  ① 営業収益  

   内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

  ② 有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

(3) 主要な顧客ごとの情報  

顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。 

 

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日） 

 １．セグメント情報 

      当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 



 

 

 ２．関連情報 

 (1) 商品及びサービスごとの情報 

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 (2) 地域ごとの情報 

  ① 営業収益 

   内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

  ② 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 (3) 主要な顧客ごとの情報 

顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。 

 

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報  

   該当事項はありません。 

 

 ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者情報） 

前事業年度（自2019年4月１日 至 2020年3月31日） 

１．関連当事者との取引 

（１）その他の関係会社等 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金 

(億円) 

事業の 

内容 

議決権等

の被所有

割合 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

その他の 

関係会社 

株式会社 

横浜銀行 

神奈川県 

横浜市 
2,156 銀行業 直接34％ 

当社投資信託の募集

の取扱及び投資信託

に係る事務代行の委

託等 

投資信託に係る

事務代行手数料

の支払 

206,131 
未払 

手数料 
78,961 

その他の 

関係会社 

三井住友 

信託銀行 

株式会社 

東京都 

千代田区 
3,420 

信託業 

及び 

銀行業 

直接21％ 投資の助言 
投資助言料の 

支払 
74,799 

未払委託 

調査費 
5,713 

主要株主

の子会社 

株式会社き

らぼし銀行 

東京都 

港区 
437 銀行業 ― 

当社投資信託の募集

の取扱及び投資信託

に係る事務代行の委

託等 

投資信託に係る

事務代行手数料

の支払 

132,942 
未払 

手数料 
34,419 

１． 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めております。 

２． 取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されており

ます。 

② 投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しており

ます。 

 



 

 

２．親会社に関する注記 

前事業年度（2020年3月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日） 

１．関連当事者との取引 

（１）その他の関係会社等 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金 

(億円) 

事業の 

内容 

議決権等

の被所有

割合 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

その他の 

関係会社 

株式会社 

横浜銀行 

神奈川県 

横浜市 
2,156 銀行業 直接34％ 

当社投資信託の募

集の取扱及び投資

信託に係る事務代

行の委託等 

投資信託に係る

事務代行手数料

の支払 

221,145 
未払 

手数料 
77,057 

その他の 

関係会社 

三井住友 

信託銀行 

株式会社 

東京都 

千代田区 
3,420 

信託業 

及び 

銀行業 

直接21％ 投資の助言 
投資助言料の 

支払 
61,122 

未払委託 

調査費 
5,253 

主要株主 
株式会社 

群馬銀行 

群馬県 

前橋市 
486 銀行業 直接15％ 

当社投資信託の募

集の取扱及び投資

信託に係る事務代

行の委託等 

投資信託に係る

事務代行手数料

の支払 

96,784 
未払 

手数料 
38,652 

主要株主

の子会社 

株式会社

きらぼし

銀行 

東京都 

港区 
437 銀行業 ― 

当社投資信託の募

集の取扱及び投資

信託に係る事務代

行の委託等 

投資信託に係る

事務代行手数料

の支払 

136,006 
未払 

手数料 
26,597 

１． 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めております。 

２． 取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されており

ます。 

② 投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しており

ます。 

 

２．親会社に関する注記 

当事業年度（2021年3月31日現在） 

該当事項はありません。 

  



 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日） 

当事業年度 

（自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日） 

１株当たり純資産額     5,234.96 円 

１株当たり当期純利益金額  1,977.10 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は 

以下のとおりであります。 

当期純利益（千円） 118,626 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 118,626 

普通株式の期中平均株式数（株） 60,000 
 

１株当たり純資産額     7,978.40円 

１株当たり当期純利益金額  2,743.45円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は 

以下のとおりであります。 

当期純利益（千円） 164,606 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 164,606 

普通株式の期中平均株式数（株） 60,000 
 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

  



 

独立監査人の中間監査報告書 
 

2021 年 12 月 1 日 

 

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会

社 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 後 藤 知 弘 印 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の 2021 年 4 月

1 日から 2022 年 3 月 31 日までの第 8 期事業年度の中間会計期間（2021 年 4 月 1 日から 2021 年 9 月

30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動

計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠して、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の 2021 年 9 月 30 日現在

の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021 年 4 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日まで）の

経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。 

 

  



 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の

表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中

間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な

虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中

間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して

除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入

手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示

しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減

するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上 



 

（１）【中間貸借対照表】 

期別   
第8期中間会計期間末 

（2021年 9月30日現在） 

科目 注記番号 内訳（千円） 金額（千円） 

（資産の部）   
 

  

流動資産   
 

  

 預金  
 

431,883 

前払費用   174 

 未収委託者報酬    340,157 

  流動資産計   
 

772,214 

     

固定資産   
  

 有形固定資産   4,577 

  建物 ※１ 582  

  器具備品 ※１ 3,994  

 無形固定資産   3,259 

  ソフトウェア  3,259  

  固定資産計   
 

7,836 

  資産合計   
 

780,051 

    
  

（負債の部）   
  

流動負債   
  

預り金   360 

未払金   
 

219,634 

 未払手数料  185,635  

 未払委託調査費   25,661  

 その他未払金   8,336  

未払費用    1,398 

未払法人税等   
 

3,212 

未払消費税等   5,764 

  流動負債計   
 

230,369 

  負債合計   
 

230,369 

    
  

（純資産の部）   
  

株主資本   
  

 資本金   
 

300,000 

 資本剰余金   
 

300,000 

  資本準備金   300,000 
 

 利益剰余金   
 

△50,318 

  その他利益剰余金   
  

   繰越利益剰余金   △ 50,318 
 

  純資産合計   
 

549,681 

  負債・純資産合計   
 

780,051 

 



 

（２）【中間損益計算書】 

期別   

第8期中間会計期間 

（自 2021年 4月 1日 

    至 2021年 9月 30日） 

科目 注記番号 内訳（千円） 金額（千円） 

営業収益   
  

委託者報酬   496,423 
 

営業収益計   
 

496,423 

営業費用   
  

支払手数料  268,763  

広告宣伝費   1,005  

調査費   54,136  

   調査費   2,007  

   委託調査費  52,129  

委託計算費   23,301  

営業雑経費   20,495  

   通信費   137  

   印刷費   19,694  

   諸会費   663  

営業費用計   
 

367,702 

一般管理費   
  

給料   40,571  

役員報酬   13,584  

給料・手当   26,987  

  法定福利費   1,639  

  福利厚生費   55  

  保険料   16  

  交際費     18  

  会議費  3  

  旅費交通費   1,885  

  租税公課   3,310 
 

  不動産賃借料   5,492  

  固定資産減価償却費 ※１ 2,002 
 

  消耗品費   331 
 

  支払報酬料   1,930  

支払手数料   133  

  諸経費   202 
 

一般管理費計   
 

57,591 

 営業利益   
 

71,129 

 経常利益   
 

71,129 

 税引前中間純利益   
 

71,129 

 法人税、住民税及び事業税   
 

152 

 中間純利益   
 

70,977 

 



 

(３)【中間株主資本等変動計算書】 

第8期中間会計期間（自 2021年 4月 1日  至 2021年 9月30日）         （単位：千円） 

  株主資本 純資産 

合計   
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計     

   資本 資本 その他利益 

剰余金 

利益 
 

  

   準備金 剰余金 剰余金 
 

  

     合計 繰越利益 

剰余金 

合計 
 

  

         
 

  

当期首残高 300,000 300,000 300,000 △ 121,295 △ 121,295 478,704 478,704 

当中間期変動額 
      

 

 中間純利益 
   

70,977 70,977 70,977 70,977 

当中間期変動額合計 －      －      － 70,977 70,977 70,977 70,977 

当中間期末残高 300,000 300,000 300,000 △ 50,318 △ 50,318 549,681 549,681 

 

（重要な会計方針） 

１．固定資産の減価償却の方法 

 (1)有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数

は以下のとおりであります。 

      建物     18年 

      器具備品  4～6年 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）

に基づく定額法によっております。 

 

２．収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

(1)委託者報酬  

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託の信託期間

にわたり収益として認識しております。 

 



 

注記事項 

（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2020年3月31日）等を当中間会計期間の期首から

適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識することといたしました。 

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、中間財務諸表に与える影

響はありません。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第 10号 2019年７月４日）第 44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありませ

ん。 

 

（中間貸借対照表関係） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

      
第8期中間会計期間末 

（2021年 9月30日現在） 

建物 307千円 

器具備品 9,516千円 

計 9,823千円 

 

（中間損益計算書関係） 

※１．減価償却実施額 

      

第8期中間会計期間 

（自 2021年 4月 1日 

  至 2021年 9月30日） 

有形固定資産 1,521千円 

無形固定資産 480千円 

計 2,002千円 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

第8期中間会計期間（自 2021年 4月 1日  至 2021年 9月30日） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末 

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数 

普通株式 60,000株  -   -  60,000株 

 

（リース取引関係） 

第8期中間会計期間（自 2021年 4月 1日  至 2021年 9月30日） 

該当事項はありません。 



 

（金融商品関係） 

第8期中間会計期間末（2021年 9月30日現在） 

「預金」、「未収委託者報酬」、「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ

ることから、記載を省略しております。 

 

（デリバティブ取引関係）  

第8期中間会計期間（自 2021年 4月 1日  至 2021年 9月30日） 

該当事項はありません。 

 

（資産除去債務関係） 

第8期中間会計期間（自 2021年 4月 1日  至 2021年 9月30日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

第8期中間会計期間（自 2021年 4月 1日  至 2021年 9月30日） 

１．セグメント情報 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
 
２．関連情報 

(1)商品及びサービスごとの情報 

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

(2)地域ごとの情報  

①営業収益 

内国籍投資信託からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しており

ます。 

②有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

(3)主要な顧客ごとの情報 

顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

該当事項はありません。 

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報  

該当事項はありません。 

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。  



 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、次のとおりであります。 
 （単位：千円） 

区分 

当中間会計期間 

 （自 2021年 4月 1日 

  至 2021年 9月30日） 

営業収益 496,423 

うち委託者報酬 
 

公募投資信託から生じるもの 495,865 

私募投資信託から生じるもの 558 

 

（１株当たり情報） 

第8期中間会計期間 

（自 2021年 4月 1日  至 2021年 9月30日） 

１株当たり純資産額     9,161.36 円 

１株当たり中間純利益金額  1,182.95 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

中間純利益（千円） 70,977 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る中間純利益（千円） 70,977 

普通株式の期中平均株式数（株） 60,000 
 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

  



 

公開日    ２０２２年１月７日 

作成基準日  ２０２１年１２月１日 

 

本店所在地  横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 

お問い合わせ先  企画部  

 

 


